
その理由は、難易度に差があり、かつ出題傾向も大きく異なるため、
1種類のテストでは対策ができない。でも、新教育は５種類だから

自校作成校の各校対策ができる！
●例えば…
自校作成校の数学大問４は西高以外は「立体図形」が出題されるが、
西高だけは「数学的な見方や数理的な処理能力を試す問題」が出題
されていて、1種類のテストでは対策ができない！
5種類の新教育は､難易度や出題傾向に合わせた問題を作れるから
⇒『西高そっくりもぎ』で西高の対策が可能！

新教育の『都立自校作成校対策もぎ』が、
５種類である理由は？


